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1．食品の放射性物質に関する安全確保全般に関する

Q&A 
 

 

QA1 食べものの安全はどのように確保されているのですか。 

 

  

国では食品中の放射性物質の基準値を設定し、検査を行い、基準値を超えている場合に

は、出荷を止める等の対策をとっています。こうした対策により、流通している食品を、

安全に食べていただくことができます。 

 平成 24 年 4 月から、食品中の放射性物質について、生涯にわたり食べ続けたときに、食

品から受ける放射性物質の影響が、十分小さく安全なレベルになるよう、国では基準値を

定めました。 
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 基準値を超える食品が流通しないよう、国の定めたガイドラインに基づいて、地方自治 

体が検査を行っています。 

基準値を超える食品が、地域的な広がりをもって見つかった場合には、国（原子力災害 

対策本部）の指示により、地域や品目ごとに出荷制限を行い、流通をストップします。 

また、生産現場では、安全な農林水産物を安定的に供給するため、米の作付制限区域 

の設定、家畜の飼養管理の徹底、吸収抑制対策等を進めています。 

 

参考：厚生労働省「食品中の放射性物質への対応」 

http://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/shokuhin.html 

 

出典：復興庁「避難住民説明会等でよく出る放射線リスクに関する質問・回答集」より作成 

出典の公開日：平成 24 年 12 月 25 日 

本資料への収録日： 平成 25 年 1 月 16 日 
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